
​第１１回札幌市行政評価委員会​

​会　　　議　　　録​

​日　時：２０２６年３月２３日（月）午前９時３０分開会​
​　　　　　 場　所：札幌市役所本庁舎　地下１階　２号会議室​





​【出席者】​
​行政評価委員​ ​平本委員長、内田副委員長、小島委員、髙橋委員​

​（欠席）高崎委員​

​事務局​ ​総務局改革推進室長、推進課長、推進担当係長、担当者​

​　　１．開　　会​
​●推進課長​
​　​​　​​ただいまより、令和７年度第１１回札幌市行政評価委員会を開会いたしま​

​す。​
​　　皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。​
​　　本日の委員会は、公開の場で開催しております。​
​　　今のところ、傍聴者の方はお見えになっておりません。​
​　　本日は、高崎委員からご欠席の連絡をいただいおりますが、委員会規則によ​

​り、委員の過半数の出席をもって、会議は成立いたします。​
​　　本日の議事は、答申総論及び団体ごとの検証についてです。​
​　　それでは、議事の進行を平本委員長にお願いいたします。​

​　　​​２．議　　事​
​●平本委員長​
​　​​　​​皆様、おはようございます。​
​　　今日もよろしくお願いします。​
​　　それでは、お手元の次第の議事ですが、今、戸叶課長からお話がありました​

​ように、答申討論と団体ごとの検証が本日の内容でございます。​
​　　前回のこの委員会で議論の方向性についてご議論いただきました。今日は、​

​その結果を踏まえた上で、答申案の総論、そして、３０団体あるうちの１０団体​
​についてご議論いただきます。特に答申案に盛り込むべき視点などについてご議​
​論いただければと思っております。​

​　　では、まず、事務局よりご説明をいただきました上で議論に入りたいと思い​
​ます。​

​　　ご説明をよろしくお願いいたします。​
​●推進担当係長​
​　​​　​​それでは、資料を説明させていただきます。​
​　　資料１のスライドをご覧ください。​
​　　団体ごとの検証について、前回の委員会でご確認いただいたとおり、今回か​

​ら３回に分けて、答申総論のほかに３０団体のうち１０団体ずつ議論をいたし​
​ます。​

​　　本日は、その１回目になります。​
​　　また、こちらの資料では、グループ分けの考え方を説明しております。今回​

​は、①民間代替性、②財政的関与、③その他ということで、主な論点が類似す​
​るような団体を中心にグループ分けをしたところでございます。１回ごとの会議​
​で議論の積み残しがあれば、３回目へ回すか、あるいは４回目の追加開催を検​
​討いたします。​

​　　次のページ以降が具体的な１０団体の内容になっております。​
​　　団体ごとの検証①（民間代替性等）ということで、（１）の民間代替性の検​

​証を必要とした札幌市芸術文化財団や札幌市スポーツ協会、さっぽろ青少年女​
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​性活動協会、札幌市生涯学習振興財団などで、競争を伴わないまま多額の公費​
​を支出している現状には透明性がないなどの議論があったところでございます。​

​　　それから、（２）の統合・再編の視点ということで、札幌市芸術文化財団と​
​ＰＭＦ組織委員会などで事業連携などで効率化を図る可能性があるのではない​
​かといったご指摘があったところでございます。​

​　　そのほかに、ページ上部の対象団体という表の中段の札幌市環境事業公社、​
​札幌都市開発公社、札幌市交通事業振興公社などは、民間代替性ありという前​
​提のもとで行政の関与をどうするか整理すべきではないかという視点があった​
​ところでございます。​

​　　そのほか、札幌市防災協会では、ほかに担い手が現れれば関与の必要性が弱​
​まるのではないか、札幌市学校給食会では、給食センターを将来建設するよう​
​な場合には新たな議論も必要になるのではないか、といった指摘があったとこ​
​ろでございます。​

​　　本日は、このような１０団体を予定しております。​
​　　次のページ以降は、第２グループ、第３グループについてです。第２グルー​

​プ、団体ごとの検証②では、４月の会議になりますが、主に財政的関与等とい​
​う視点で、（１）出資の引き下げや、（２）団体自体の民営化、（３）交付金​
​の在り方などについてのご指摘、議論の余地があるということで、論点が似て​
​いるところを１０団体ピックアップしてございます。​

​　　続いて、第3グループ、団体ごとの検証③（その他）は、（１）公共施設の今​
​後の保有・運営の在り方ということで、施設への対応についてご指摘があった​
​ような団体をピックアップしております。また、そのほかに、①②③のどれにも​
​属さないようないくつかの団体をその他としてピックアップし、全３０団体に​
​ついて整理をしているところでございます。​

​　　このように、３回に分けてやるのですが、冒頭に申し上げたように、もし議​
​論の積み残し等があれば、追加開催あるいは後送りすることが必要かどうか、​
​各回の会議の終わりに確認できればと思っております。​

​　　スライドの説明は以上でございます。​
​　　続いて、資料２の答申（案）について、ポイントを説明させていただきます。​
​　　答申（案）は、これまでのご発言などから内容を整理し、素案として本日、​

​ご提示させていただきました。​
​　　冒頭に委員長からお話があったように、内容に過不足がないか、追加すべき​

​視点がないか、ご意見をいただき、素案に盛り込んでいければと思います。​
​　　最初のページの目次にあるとおり、、序章があり、総論の第1章で現状と課​

​題、総論の第２章で提言があり、、その後に、各論として第3章があるという建​
​付けで、一旦、整理をさせていただいております。​

​　　ページをおめくりいただき、序章をご覧ください。​
​　　特に、前回の委員会の議論を反映したところをご説明いたしますと、１諮問​

​の経過と２答申の目的の後、３検証の視点と流れという項目の中で、　「事業​
​の必要性」「民間代替性」「財政的関与」「人的関与」の４つを検証の視点に​
​据えていたところ、　ヒアリングを進めていく中で、多くの出資団体が指定管​
​理者として市有施設を運営している実態から、直接の諮問事項ではないもの​
​の、施設の在り方についての議論は不可避であったということ、今後、全ての​
​施設の維持が困難な財政見通しの中で、将来の市民負担の抑制に向けた施設の​
​統合・再編や運営の効率化を早急に検討すべきという認識に立って、委員会で​
​は、現場レベルの判断で踏み込みにくいような大局的な視点から検証を行うべ​
​く、５つ目の施設への対応という視点を次期方針改定に向けた重要な柱と位置​
​づけるということを、こちらに盛り込んでおります。​

​　　序章では、その後、検証の５つの視点と検証対象団体の説明に触れ、総論へ​
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​とつながってまいります。​
​　　総論の第１章、出資団体の現状と総括的な課題では、前回までの会議資料で​

​ご提示したように、５つの検証の視点ごとに現状と課題を整理しております。１​
​事業の必要性、出資団体として実施する必要性の希薄化や持続可能性の再検​
​証、２民間代替性、客観的基準の欠如と非公募の常態化、３財政的関与、慣例​
​的な出資の維持と市費依存の継続、４人的関与、現職派遣と市退職者の再就職​
​による組織の硬直化、そして、５施設への対応ということで、ここに前回の議論​
​を踏まえた、資産管理における「時間軸」の視点の欠如についてを盛り込んで​
​おります。​

​　　不採算施設における抜本的な再編が進まなければ、非効率な公費投入が固定​
​化して、市の財政を圧迫し続ける要因になるということで、老朽化が進む一部の​
​施設では、出口戦略を描ける時期を逸しないように時間軸の視点を持って対応​
​すべきであるという趣旨を記載しております。​

​　　続いて、総論の第２章、今後の出資団体のあり方に関する提言についてでご​
​ざいます。​

​　　こちらは、今後の方向性を検討する上での２軸の視点について整理をしてお​
​りますので、本日、ご意見を伺えればと思います。​

​　　持続可能な行政サービスを実現していくにあたって、２パラ目に記載があり​
​ますが、その検討を進めるためには、事業領域ごとの大局的な視点が第１軸に​
​なります。それと、個々の団体の実態に即した具体的な対応策を考えていく視点​
​が第２軸となって、この２軸の視点で、今後、方向性を検討していくことが有効​
​であるとしております。​

​　　こちらを分けて考える意味ですが、例えば、事業領域としては、今後も市が​
​適切な関与を行って安定的な運営を第一としていく分野だとしても、個別の団​
​体を見てみると、市の人的関与が適切な範囲を超えていると思われるような事​
​例が散見されたので、この業界の方向性と、個別の方向性を分けて論じること​
​を通じて、最適な関与を実現しようとするものであるとしております。​

​　　具体的にこの第１軸についての説明は、項目２をご覧いただきたいと思うの​
​ですが、こちらは事業領域ごとに今後の大きな方向性を考えるべき視点という​
​ことで、札幌市特有の傾向というよりは、現代社会における一般論とも言える​
​ような方向性でございます。​

​　　札幌市としては、大局的にはこの方向性を踏まえた上で、この後に、個別具​
​体的な団体の実態に応じた目的を達成できるような最低限の関与を目指してい​
​くという建付けです。​

​　　具体的に、この事業領域にどんなものがあるかということで、（１）都市イ​
​ンフラ型は、市民生活に不可欠なもので、安定運営が第一ですけれども、だか​
​らといって、維持強化が必ず前提であるというわけではなくて、他都市において​
​民間企業の進出が見られるようなこともあるので、民間代替性の検討はしっか​
​り行っていくということを明記させていただいております。​

​　　（２）産業振興・経済活性化型は、市の政策を補完するものですが、こちら​
​も民間開放の機会を注視していくことを基本にしております。​

​　　（３）文化・レジャー・スポーツ型は、市民の満足度を高めていくために​
​は、民間のノウハウを最大限入れていくことを基本とするような分野でござい​
​ます。​

​　　（４）教育・市民生活支援型は、行政が主体的に関与する必要性は高いと言​
​えるとは思うのですけれども、そのサービスの在り方は変容してきております​
​ので、民間活力の導入であったり利便性の向上を視野に検証を行っていく必要​
​があるという分野でございます。​

​　　（５）地域・都市開発型は、建設当初は行政が主導するということで意義が​
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​あったところですが、今、安定的な運営のフェーズに入ったのであれば、もは​
​や民間のノウハウを生かしていったほうが合理的ではないかと考えられるよう​
​な分野でございます。​

​　　（６）は、その他の事業領域ということで、上記５つに分類されないような​
​団体は、個別の方向性を第２軸で検討することとしております。​

​　　それに加えて、（７）では、やはり市有施設の方向性について触れなければ​
​いけないということで、直接の諮問事項ではないですが、市の財政見通しを考​
​慮すると、統合・再編だったり運営の効率化について、早期に検討を進めるべき​
​であるということを、こちらに盛り込んでおります。​

​　　以上が第１軸の説明です。​
​　　続いて、項目３の第２軸、各団体の実態に応じた具体的な方向性についてで​

​す。５つの基本原則と記載させていただきました。こちらを次期基本方針の改定​
​にあたって盛り込んでいくということで、前回まで議論してきた議論の方向性​
​についての内容を、こちらに盛り込んでおります。​

​　　（１）市の出資団体として取り組む必要性の再検証、（２）民間代替性の適​
​切な判断と透明性の確保、（３）財政的関与の抜本的再検証、（４）人的関与​
​の適正化、そして、（５）団体が所有する施設への対応ということで、冒頭の説​
​明において、時間軸の話に触れましたけれども、こちらでもそれを受けており​
​まして、例えば、資産価値が残るうちに売却する時期を逸することなく出口戦​
​略を描くことが重要ですといった内容を、こちらに盛り込んでおります。​

​　　以上が総論の説明でございます。​
​　　そして、このページの下段に、次章（各論）の説明があります。３０団体につ​

​いて、今後、札幌市が改定する基本方針に沿って、団体ごとに具体的な行動計画​
​を策定することになると思うのですが、その際の指針になるように、各団体が​
​この５原則のうちどの部分に改善の余地があるのか、具体的な検証結果として​
​記載するということで、指針という位置づけで、一旦、整理をさせていただい​
​ております。​

​　　以降は、個別の団体の内容ということで、通し番号５番のＰＭＦ組織委員会​
​から３０番の札幌市学校給食会まで、記載をしております。​

​　　「今後、内容が変更となる可能性があります」と書いていますとおり、今後​
​の議論で必要な加除修正をさせていただければいう前提でこれまで議論や資料​
​から内容をまとめておりますので、ご確認ください。​

​　　ポイントについてご説明をいたします。​
​　　５番のＰＭＦ組織委員会は、一番下の（２）検証結果の総括の欄にあるとお​

​り、今後の経済情勢や市の財政見込に鑑みると、文化芸術活動にどれほど資源​
​を投入するか再考に値するので、経営効率化や協賛金の増加に向けた方針を強​
​力に打ち出して負担金の削減の検討や人的管理も弱めていくことを検討してい​
​くべきといった趣旨の記載になっております。​

​　　続いて、６番の札幌市芸術文化財団です。一番下の（２）検証結果の総括の​
​欄にあるとおり、民間代替性なしとして競争を伴わないまま多額の公費を支出​
​しているということで、透明性がなく納得感が得られるのが難しいので、民間​
​代替性はありという前提で整理を行って、公募の実施もしっかり検討すべきで​
​あるといった趣旨の記載になっております。​

​　　同じく、７番の札幌市スポーツ協会にも同様の記載がございます。​
​　　それから、同じく、９番のさっぽろ青少年女性活動協会にも民間代替性の記​

​載はあるのですけれども、団体の事業のうち児童会館の運営やひきこもり・​
​ニート等の若者支援の事業は、社会的必要性も高く、収益性も見込めないの​
​で、団体として取り組む分野としては妥当であり、重点化分野としており、こう​
​した事業領域にシフトしていくことも考えられるという趣旨の記載になってお​
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​ります。​
​　　次に、１２番の札幌都市開発公社は、民間代替性なしという前提はなくて、​

​民間企業が構造物の所有者になるということも規定上は不可能ではなかったの​
​で、まずは、民間代替性はありという前提で、それから、札幌市がどう関与す​
​るかを整理しましょう。それで、安全管理が不可欠であり現在のガバナンスを担​
​保する出資比率は妥当ではないか、という趣旨での記載になっております。。​

​　　同じく、１８番の札幌市環境事業公社も、民間代替性ありの前提で、市の関​
​与を整理する。２５％の出捐比率は妥当だが、市有施設の運営について見直し​
​余地はないか、事業系一般廃棄物の収集運搬業務の実施体制が最適かどうけ再​
​検証する余地もあるのではないかといった趣旨の記載になっております。​

​　　同じく、２６番の札幌市交通事業振興公社も、民間代替性ありの前提に立っ​
​て、軌道事業は特殊性があるので難しいのですけれども、他都市では駅業務の​
​民営化事例があるように、最適な事業の実施手法を考えていく余地があるので​
​はないかという趣旨での記載となっております。​

​　　続いて、２８番の札幌市防災協会は、担い手が現れることで、今、委託をし​
​ている事業についても、例えば、訓練指導業務については仕様書で定める従事​
​者の資格要件を再検証する余地があるのではないか、担い手が現れることで、​
​団体を通じた事業実施の必要性が無くなれば、事業や団体の廃止も含めた抜本​
​的な検討ができるのではないかという趣旨での記載となっております。​

​　　続いて、２９番の札幌市生涯学習振興財団は、札幌市芸術文化財団や札幌市​
​スポーツ協会などと同じように、民間代替性についてのご指摘があった団体で​
​す。​

​　　最後に、３０番の札幌市学校給食会でございますが、給食センターの整備に​
​際しては、引き続き食材調達など行うことが適当かどうか議論すべきであるな​
​どの趣旨の記載になっております。。​

​　　以上、ただいま触れた個別団体への評価のも含めて、この後、忌憚のないご​
​意見をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。​

​　　説明は以上でございます。​
​●平本委員長​
​　​​　​​今日は、まずは答申（案）の総論について議論をいただき、その後、１０団​

​体の各論についてご議論いただくということで、盛りだくさんでございます。​
​　　今ご説明いただいたことの繰り返しになってしまうかもしれませんけれど​

​も、諮問は、事業の必要性、民間代替性、財政関与の妥当性、人的関与の妥当​
​性の４つの視点でした。ところが、議論の中で施設への対応がもう一つ重要な​
​視点としてどうしても欠かすことができないということで、これを盛り込んで​
​５つの視点で議論をするということ、さらに、もう一つ、事業領域という軸と各​
​団体の個々の事情といった二つの軸で整理をすることで、多様な３０の団体の​
​整理がよりくっきりできるのではないかということでございます。​

​　　こういう方針でいってはどうかということですけれども、まず最初に総論に​
​ついて議論いただくのがよかろうかと思いますので、これについて、もしお分か​
​りになりにくい点があればご質問も含めまして、委員の皆様方からご発言をい​
​ただければと思います。よろしくお願いいたします。​

​　　いかがでしょうか。​
​　　説明を聞いたときには気がつかなかったのですけれども、この２軸の中で、​

​両方の軸に施設に関する話が入っていますよね。別に分ける必要ないのかもし​
​れないですけれども、施設の議論は両軸に関わるような、ベースになるという​
​と言い方が適切ではないかもしれないのですけれども、両方に関わるものとし​
​て置いておくと、二つの軸がより独立した軸ではっきりするのかなと思いまし​
​た。​
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​　　今のままで悪いと思っているわけではないのですけれども、施設への対応を​
​どういうふうに整理するのがいいのかは整理の仕方に工夫の余地があるのかな​
​と感じました。​

​●推進課長​
​　​​　​​今の施設の関係ですけれども、第１軸と第２軸にそれぞれ入っていて分かり​

​にくいかもしれませんが、第１軸の施設に関しては出資団体が管理運営してい​
​る市有施設ということで市が所有している施設の方向性について入れておりま​
​す。第２軸は団体が所有している施設ということで、今、分けてはいるのですけ​
​れども、その辺もご議論いただいて結構かと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​団体が所有しているものと市が所有しているもので関わり方は少し違ってい​

​て、市が所有していると市がお金を入れなければいけない可能性が高いのだけ​
​れども、団体が所有しているものは団体に持ってもらって、その代わり、団体に​
​更新もやってもらうという方針もあり得るということでした。私は、もしかす​
​ると勘違いしているかもしれませんけれども、ありがとうございます。​

​　　まずは総論ですが、これでよろしいでしょうか。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​序章の検証の視点ということで、事業の必要性から施設への対応の５つが​

​あって、後のほうで見てみますと、第２軸の５つの基本原則に対応しているとい​
​う理解でいいですよね。​

​●推進課長​
​　​​　​​そのご理解で結構です。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​分かりました。​
​●平本委員長​
​　​​　​​ほかにはいかがでしょうか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​施設に関してですけれども、稼働率が低い施設に関しては統廃合なども考え​

​てみたいということが書いてあるのですけれども、聞き取りをして、現地学習​
​で小学生が行っているだけではないかというところが気になりましたので、そ​
​こは分けて考えたほうがいいのかなと思いました。小学生が特に自分の意思で​
​もなく連れていかれるケースと実際に市民が足を運んでいるケースというのは​
​また違うということで、分けて考えたほうがいいかなと感じたところです。​

​　　それから、特に施設の建て替えの計画性のなさが非常に気になったところで​
​した。現状は特に採算の問題はありませんみたいな感じで書かれていますけれ​
​ども、実際には建て替えで多額の費用がかかる可能性があるところがたくさん​
​ありますので、やはり、その視点は強調していただきたいと感じました。​

​　　一方で、逆に、何でも民営化すれば解決かというと、それはそれで気になる​
​点もあって、例えば、札幌国際スキー場とか、市内のいいところに不動産を​
​持っている団体もあって、それが完全に市のコントロールが及ばない状況に​
​なって安く売り払われてしまうのもまずいという視点も何か入れていただけた​
​らなと思いました。​

​●平本委員長​
​　​​　​​施設に無理やり連れていかれるというイメージかと思いますけれども、それ​

​は分けるべきではないかというこですね。それと、何でも民営化することが正​
​義ではないというのは私も全く同感でして、他都市で民営化されているものは​
​民間代替性があるというのは原則なので、それで考えればいいと思います。現実​
​的には民営化した結果として、その行政サービスのクオリティーが落ちていた​
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​り、長期的に見ると価格が上がっていたりという形で、国内だけではなくて海​
​外などを見るとあると思うのです。ですから、そういう意味で、民営化が正義で​
​全て民営化すべきだという議論ではないという髙橋委員のご指摘は大変重要で​
​あると理解いたします。​

​　　ほかにはいかがでしょうか。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​説明を聞いたときにはあまり気づかなかったのですが、やはり序章の検証の​

​視点の５つが第２軸に対応しているとしたら、序章に第１軸への布石を打って​
​おかないと、第１軸が唐突な感じがします。そうしないと、第２軸の下に検証の​
​視点があるような感じがするのです。序章にも第１軸が来るようにして、後はそ​
​れぞれの問題点を整理しておいたほうが読んでいるほうはしっくりすると思い​
​ます。​

​●平本委員長​
​　​​　​​序章に第１軸のことも前出し的に入れておけばいいので、これは可能ですよ​

​ね。​
​　　ほかにはいかがでしょうか。​
​●小島委員​
​　​​　​​基本的には、今いただいているものでいいのかなと思いますけれども、全体​

​で議論をした後にもう一回書き直すというか、見直しをしていくことでよろし​
​いのではないかと思っているところでした。​

​　　別に今、全部決める必要もないと思うので、議論していく中でこういうこと​
​だよねと新しい方向性を盛り込んだり書き換えていくということかなと思うの​
​です。​

​　　念のため、事務局にご確認ですけれども、今の段階でこういうふうにまとめ​
​ているけれども、今後差し替えていくか書き換えている可能性はあるという理​
​解でよろしいですか。​

​●改革推進室長​
​　​​　​​おっしゃるとおりでございます。​
​●小島委員​
​　​​　​​ですから、そういう前提で議論していけばいいのかなと思ったところでし​

​た。​
​　　あとは、ほかの委員からもご指摘いただいたように、民営化すれば何でもい​

​いわけではないというのは全くおっしゃるとおりだとは思うのですけれども、​
​一方で、競争性があるにもかかわらず競争していないというものが結構あった​
​りするので、そのあたりをどういうふうに担保していくのかですよね。財団が​
​やることが民間の人たちにやらせるより優位であることがきちんと証明できて​
​いるという前提で進めるのが、べき論としてはあるべき姿だと思うのです。その​
​あたりで、何でも民営化してほしいわけでは全然ないのですけれども、競争性​
​を確保する中でよりよくしていくというアプローチで議論したことが大事かな​
​と思っているところではございます。​

​●平本委員長​
​　​​　​​大きく２点、まずは、この方針は議論の中で柔軟に変わっていっても構わな​

​いということと、２点目として何でもかんでも民営化すればいいものではない​
​けれども、一方で、競争が担保されないような形で、民間代替性なしという議論​
​については、もう今回もご指摘されていますけれども、よろしくないというこ​
​とでございました。​

​　　ほかにはどうでしょうか。​
​●髙橋委員​
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​　​​　​​どちらかというと、各論の話ですけれども、今日は間に合わないかもしれな​
​いですが、ヒアリングのときにあった各団体の収支の状況が分かる資料が手元​
​に欲しいです。よろしくお願いします。​

​●推進担当係長​
​　​​　​​パソコンに、ヒアリングのときに使った団体概要資料や前回の会議資料を​

​データで参照できるようにさせていただきました。​
​　　こちらは冒頭でお伝えするのを失念しておりました。よろしくお願いいたし​

​ます。​
​●平本委員長​
​　​​　​​総論について、ほかにございませんか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​もしお気づきの点が出てまいりましたら、また後ほどご指摘をいただければ​

​と思います。​
​　　それでは、総論について答申（案）に盛り込むべき視点を今ご確認いただき​

​ましたので、各論についての議論に移りたいと思います。​
​　　今日、答申（案）の後ろにＰＭＦ組織委員会から札幌市学校給食会までずら​

​りと１０団体が並んでいるのですけれども、順番にやっていくのもありだと思​
​うのですが、少しグルーピングしたほうがいいかなと思っております。というの​
​は、６番の札幌市芸術文化財団、７番の札幌市スポーツ協会、９番のさっぽろ​
​青少年女性活動協会、そして、２９番の札幌市生涯学習振興財団、この６、​
​７、９、２９の４つが、この委員会の中で民間代替性について特に厳しいご指​
​摘があったものと整理できそうです。ですからまず、この４つについて議論をし​
​たいと思います。​

​　　まずは、総論の６番、札幌市芸術文化財団について、書かれている内容、そ​
​れから、指摘の過不足などについてご指摘いただければと思います。​

​　　これは先ほど係長からご説明がありましたように、民間代替性について厳し​
​い指摘があった団体については、（２）検証結果の総括の最初のところに、民​
​間代替性なしとして競争を伴わないまま云々と、現状に透明性がなく、納得感​
​を得ることが難しいという文言で大体始まっているのがこの団体でございます。​

​　　いかがでございましょうか。​
​　　これもついでに言っておきますと、特に６番の札幌市芸術文化財団について​

​は、この後、５番のＰＭＦ組織委員会との統合という議論もしなければいけな​
​いと思っておりますが、まずは個別の団体で議論した上で、次のステップでご​
​議論いただければと考えております。​

​●小島委員​
​　​​　​​今ご指摘をいただいたように、ＰＭＦ組織委員会の話は後ほど議論をすると​

​して、札幌市芸術文化財団は、そもそも、芸術分野の財団が大きな利益を上げ​
​るような性質ではないことが大前提ではあるのですけれども、市から入れるお​
​金の額がかなり大きい状況になっているので、これを何とかしなければいけな​
​いというのが、まず、一つ目の大きい柱になるのではないかと思っています。​

​　　ですから、事業の必要性という意味では、当然、必要だという前提にはなる​
​のですけれども、その財政的なところについては、施設の入場料の値上げな​
​ど、最近、国やほかの自治体で議論になっているのが、インバウンド、いわゆる​
​海外の方の入場料は日本人よりも高くするという議論もあるので、そういうと​
​ころにメリハリをつけた、収入を増やす取組をしていただくということが必要​
​ではないかというところです。​

​　　それから、本郷新記念札幌彫刻美術館については、美術館そのものは非常に​
​すばらしいものだと伺っていますけれども、これが芸術の森と離れていること​
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​で、そこに別途職員を配置しておかなければいけない、警備などのコストがか​
​かりますということになって、要するに、重複コストが発生しているのかなと​
​いう気もしています。こちらは製作者のアトリエで作品が見られますというのは​
​非常に価値があることかと思いつつ、芸術の森に統合することで運営費を下げ​
​つつ価値を上げていく工夫があってもいいのかなと思います。​

​　　このあたりの見直しができるといいのかなという意味で、⑤に書いていただ​
​いていますけれども、施設統合はもう少し厳しめに書いてもいいのかなと思っ​
​たところでした。​

​●平本委員長​
​　​​　​​今、小島委員からご指摘があったことは、左側のページに追加で書き込めそ​

​うなところがあります。例えば、インバウンドと市民、場合によっては、インバ​
​ウンドと市民と市民以外の料金に差をつけるのですね。​

​●小島委員​
​　​​　​​今、いろいろな自治体や美術館で話題になっていると伺っています。インバ​

​ウンドの方は、やはり英語の字幕をつけるなど、日本人向けよりもコストがか​
​かっているという意味で、受益者負担の原則に鑑みて、インバウンドの方に多め​
​に負担いただくという議論が出てきているふうに伺っているのです。その流れに​
​乗っかってしまうというのは一つの手かなと思ったところでした。​

​●平本委員長​
​　​​　​​それから、間接コストの共通化によって削減できる可能性はないかについ​

​て、少し追加で書き込む余地があるのではないかというご指摘でございます。​
​　　ほかにはどうでしょうか。​
​●改革推進室長​
​　​​　​​市民文化を所管する職員と以前話をした際、札幌市芸術文化財団や所管部局​

​が気にするところは、イベントの企画にあたって何年もかかるということで、​
​まず、イベントをする方との信頼関係を築いた上で、それからイベントを考えて​
​いくとなると、実施するまでに２年、３年単位で非常に時間がかかると聞いて​
​おります。そうなると、公募となると、選ばれるかどうかが分からないので、指​
​定管理期間を超えるようなイベントをやっていっていいのかどうか、そこが非​
​常に心配だという声をよく聞くところです。非公募ですと、公募の更新期間もま​
​たいでのイベントについて、切れ目なく企画をしていけるとのことでした。​

​　　ただ、一方で、透明性の確保もあると感じていまして、イベントを行ってい​
​くにあたって、そういう懸念をどう考えるべきかなと思った次第です。​

​●平本委員長​
​　​​　​​悩ましいところですよね。指定管理者を公募する際に、現在、企画が進行中​

​のイベントについては、開催することを前提に公募をすることができればいい​
​のかもしれませんし、場合によっては、イベントの企画そのものが魅力的であ​
​るならば、指定管理者の選定の段階で、現行の指定管理者が魅力的なイベント​
​を企画しているからもう一回やってもらおうという選考になる可能性もあるわ​
​けです。ですから、単純な競争入札だと、うまくいかないかもしれないけれど​
​も、企画提案型で指定管理者の公募を行うことはあり得るのかなとは思います。​
​ただ、現実は長期間の信頼関係の上で、しかも、人と人との関係の上で初めてと​
​いうことで、なかなか札幌に来ないような美術の企画がやってくる、あるい​
​は、オーケストラがやってくることがあるだろうということも想像できます。​

​　　何の答えにもなっていませんが、今の点についてはいかがでしょうか。今の​
​点は、行政評価委員会としては、原則、民間代替性があるところについてはき​
​ちんと公募をしてくださいということだとは思うのですが、ただ、今おっ​
​しゃったような内情というのでしょうか、もう少し踏み込んだときの内実を全​
​く無視して、通り一遍の議論をしてもしようがないというのは、多分、事務局​
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​もお考えになっていらっしゃると思うのです。​
​　　小島委員、こういうものはいかがですか。​
​●小島委員​
​　​​　​​今の議論ですけれども、室長が言わんとすることは分かるのです。​
​　​​　​​一方で、一つ課題なのは、今の札幌市芸術文化財団が一部の事業で大きく赤​

​字になっていたり、市がすごくお金を負担しないと運営できない組織になって​
​いますよね。途中でコロナ禍もあったのですが、それが終わった後もすごくい​
​い実績が上がっているわけではない、ものすごくもうかっているわけではない​
​ので、そういう意味で、では、この人たちが長期的な視点でやっていることが​
​本当にいいのか、悪いのかという検証はしなくてはいけないのではなかろうか​
​ということです。あるいは、民間代替性で、今、委員長からご指摘をいただいた​
​ように、ほかのところにお願いしたら実はもっとすばらしい企画展がやってく​
​る、もっとすばらしいオーケストラやアーティストがやってくるのだとすれ​
​ば、むしろ、そちらのほうが望ましいということかなとも思います。​

​　​​　​​そこのところを忖度し過ぎると、現状維持でやりましょうで全部終わってし​
​まうので、委員会としては、あるべき姿を模索するという前提で議論をしてお​
​いて、実際に、極端なことを言えば、この財団にはほかのところと比べてより​
​よい提案ができるという前提で動いていただくほうが、公平性の観点から望ま​
​しいと思うので、あまりそこは忖度しなくていいのかなと私は思っているとこ​
​ろでした。​

​●平本委員長​
​　​​　​​そういうご意見もございます。私も小島委員がおっしゃることは十分理解で​

​きます。​
​●改革推進室長​
​　​​　​​ありがとうございます。​
​●平本委員長​
​　​​　​​ほかにご意見はございませんか。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​総論の民間代替性の課題のところで、客観的基準の欠如とあって、恐らく、​

​所管局、各団体側が定義している民間代替性と、我々が思っている民間代替性​
​が一致してなくて、それで、ヒアリングでもかみ合っていなかったのかなと思い​
​ます。まず、評価としては総論での評価があって、その中でも各団体特有の問​
​題、状況が違うような評価もあるのかなと思いました。​

​　　今の６番の札幌芸術文化財団の記載内容を見ると、民間代替性に他都市の事​
​例を参考にとあるということは、恐らく、我々は他都市で先行した成功事例が​
​あれば民間代替性があると考えていることをにおわせていると思うのですけれ​
​ども、そういう認識が一致していない中で、所管局や団体側が各自を評価して​
​いるのです。難しいかもしれないですけれども、この委員会では民間代替性をど​
​う考えているのか、今の書きぶりだと民間代替性のありの前提に立ち、とあり​
​ますけれども、その根拠は何ですかと言われたときに、かなり弱いような感じ​
​がするのです。​

​　　我々の基準は何だろうか、どう回答するのだろうと聞いていて思ったので、​
​この課題に対する委員会での考え方が書き込めるかは分からないですけれど​
​も、理論武装はあったほうがいいかなと思いました。​

​●平本委員長​
​　​​　​​一応、他都市、他自治体では、公募も含めた民間委託の実例があるかどうか​

​を基準にしているのですよね。​
​●推進課長​
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​　​​　​​ページ数が付番されていなくて申し訳ないですが、３、第２軸の説明のある​
​ページの（２）民間代替性の適切な判断と透明性の確保の一番上のポツに判断​
​基準の統一という説明がありまして、今の内田副委員長のコメントはここに対​
​応するものかと思っております。​

​●平本委員長​
​　​​　​​例えば、今の札幌市芸術文化財団のケースは、一般論でいくと、民間に開放​

​できる、つまり、民間代替性があると。ただ、これまでの札幌市芸術文化財団​
​のやり方では、指定管理の期間を超える長期的な信頼関係の下で初めて誘致で​
​きるイベントもあったりするので、そう一筋縄ではいかないという話ですよ​
​ね。​

​　　ただ、小島委員がおっしゃるように、そこの部分について、個別の事情をあ​
​まり強く勘案してしまうと、結局、現状維持になってしまうので、その場合に​
​民間がやったほうがよりよいイベントが招致できる可能性はないのか、他都市​
​の状況で民間に委託した場合の満足度が下がっていないのか、これを調べるの​
​は難しいとは思うのだけれども、一応、理論武装というのでしょうか、こちら​
​側の基準として持ちながら民間代替性を判断することになるのかなと思います。​

​　　ほかにはいかがでしょうか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​単純に、収支の改善を目指してほしいと入れていただきたいと思います。や​

​はり、芸術分野がプラスになる、トントンになるのはなかなか厳しいとは思う​
​のですけれども、それにしても赤字が大きいです。​

​　　令和６年度は、芸術の森関係だと７千万円ぐらい、教育文化会館関係が４千​
​万円ぐらいの赤字ですから、そこを改善する努力はどのようにされているの​
​か、あるいは、そこに関して民間の感覚をもっと取り入れていって、人材とし​
​ても、民間でそういう経験がある方を登用するなど、何か工夫していっていた​
​だけたらいいなと思いました。​

​●平本委員長​
​　​​　​​おっしゃるとおりで、多分、使用料をもっと上げることはできると思うので​

​す。それは、より営利性の強いイベントの場合は高い利用料金を取るなど、例え​
​ば、話を聞くと、ＫｉｔａｒａもＨｉｔａｒｕの使用料は他都市より安いと聞​
​いております。そういう意味で、髙橋委員がおっしゃるとおりで、まず収支の改​
​善を目指すのはとても重要だと思います。​

​　　芸術文化分野はもうからないし赤字で当然なのだという発想でいることは本​
​当によろしくないですよね。赤字が出るとしても、できるだけそれを収支トン​
​トンに近づけるようなことがあるべきかなと思います。​

​　　ほかはいかがでしょうか。​
​（「なし」と発言する者あり）​

​●平本委員長​
​　​​　​​次は、同じような意味で民間代替性について厳しい指摘があった７番の札幌​

​市スポーツ協会についてです。​
​　　同じような形で整理されておりますけれども、これについてご議論等があれ​

​ばいただきたいと思います。お願いいたします。​
​　　これまでのヒアリングの中では、例えば、一つの区に一つ、確実に健康づく​

​りセンターが必要なのか、体育館が必要なのか、スポーツ教育、イベント等が​
​本当にニーズに合ったものなのか、そういうようなご指摘があったやに思いま​
​す。​

​●改革推進室長​
​　​​　​​各区の体育館ですけれども、今も何個かブロック分けをして指定管理に出し​
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​ているかと思うのですけれども、このブロック分けだけだとどうなのか。例え​
​ば、中央区の北ガスアリーナのような都心にある体育館と、清田区や南区など​
​の体育館では性格が違うのかなと思っています。１区に１施設あるべきかどうか​
​という議論と、都心の体育館と郊外の体育館それぞれの性格が違うと思うの​
​で、そこをどう見ていけばいいのか、試案しているところです。​

​●平本委員長​
​　​​　​​いかがでしょうか。​
​●小島委員​
​　​​　​​個別の施設の性質においてどうなのかといった細かいところを見るのは、多​

​分、時間的に難しいと思っています。それは、基本的には、市の中でやってくだ​
​さいという前提ではないかと思っています。​

​　　一つ、この資料にもまとめていただいているところではありますけれども、​
​方向性としては、多分、②民間代替性に書いていただいているとおりで、ソフ​
​ト事業と施設管理を分けるなど、いろいろなアプローチの仕方はあると思いま​
​す。​

​　　あとは、⑤施設への対応でまとめていただいているように、各区に体育館が​
​必要なのか、プールが必要なのか、もしかすると、成人式などの区単位でやる​
​イベントでも必要だから体育館は要るという話かもしれないですけれども、必​
​ずしも、プールは各区に１個でなくてもいいよねと切り分けがあるのかなと思​
​うのです。​

​　　個別具体の話は個別にまた市の中の施設マネジメントで議論していただけれ​
​ばいいかなと思っていまして、大枠の方向性として行政評価委員会として意見​
​を言っていく形でいいのではなかろうかと思っています。​

​　　もう一つは、過去の行政評価委員会で出てきた札幌国際交流館は、体育施設​
​やプールがありますが、民間の指定管理者に委託している様子を現地で拝見さ​
​せていただきましたけれども、あのように個別単位で指定管理で実際にサービ​
​ス提供業務を受けていただいている施設もあるわけです。施設を所管している部​
​署が違うからということだとは思うのだけれども、能力的にできる会社は札幌​
​市の中に実際にありますよね、委託に出している施設がありますよねというこ​
​とだと思うのです。そういう意味でいうと、今、丸ごと全部出すとなると受ける​
​企業もしんどいという話になるのかもしれないけれども、個別施設単位で見て​
​いったときに、よりよいサービスが提供できる企業があるのであればお願いす​
​るのも一案であるということで、この答申にまとめていただければいいのでは​
​ないかと思ったところでした。​

​●平本委員長​
​　​​　​​今、小島委員がおっしゃることは、まずは、行政評価委員会で大筋として指​

​摘することと、札幌市の中で議論していただくことを分けるということです​
​ね。​

​●小島委員​
​　​​　市における​​施設の総量の話や、どういうふうにバランスを取っていくのかと​

​いう話まで、ここの委員会で議論するのは難しいと思っているのですが、この​
​財団で所管している事業がそもそも民間代替性があるのか、ないのかで言え​
​ば、民間代替性は間違いなくありますよねということだと思うので、そういう​
​視点で答申をしておけばよろしいのではないかと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​加えて、民間に委託するときは、必ずしも、全部まとめてということではな​

​くて、個別に打診することもあり得るというようなことを少し書いておいては​
​どうかということでございますね。​

​●小島委員​
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​　​​　​​そうですね。単館施設単位でもいいですし、ブロック単位でもいいです。そ​
​こはどういう出し方でもいいと思うのです。ただ、ひとまとめにしたら受けると​
​ころがないのは、それはそうかもしれないということだと思うのです。​

​　　実際に単館施設で委託に出してという事例はあるので、そういうやり方で​
​ちゃんと競争して、よりよい形にしてくださいというのがあるべき姿かなと​
​思ったところでした。​

​●平本委員長​
​　　​​札幌市スポーツ協会について、ほかに、ご指摘、ご意見はございませんか。​
​　　​​ここは、先ほどの札幌市文化芸術財団とは少し違ってソフトとハードで分け​

​ることができることと、しかも、ソフト事業についても、場合によっては、外部​
​に出すこともできるという意味で民間代替性が非常に高いというふうに考えら​
​れますね。​

​　　​​髙橋委員、何か気になることがあればおっしゃってください。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​表に記載があるかどうかが分からないのですけれども、体育館等の管理運営​

​に間しては、非公募の指定管理ですね。ですから、体育館の管理運営に関して​
​どのような形態を取っているか、他都市の状況を記載できるなら、したらいい​
​のではないかと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ほかはいかがでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　　お気づきになったら、後でぜひご発言いただくことにしまして、差し当た​

​り、次に行きたいと思います。​
​　　次は、９番のさっぽろ青少年女性活動協会です。​
​　　こちらについても、先ほどと同様、民間代替性の余地が十分にあるのではな​

​いかということでご議論いただけるのではないかと思いますが、いかがでしょ​
​うか。​

​　　下に書いてありますが、特に、ここは行政として取り組まなくてはいけない​
​児童会館の運営、ひきこもり・ニート等の若者支援は民間ではなかなかやれな​
​いので、こういったところは必要性が高いです。一方で、エルプラザと書いてあ​
​りますけれども、恐らく、完全に民間でも指定管理ができるだろうというよう​
​なことですから、これらが単純に全て民間代替性なしと整理されていることは​
​少しおかしいというようなことも含めての指摘であります。​

​　　お気づきの点があればお願いいたします。​
​●小島委員​
​　​​　​​一つは、実際にヒアリングのときにも少しご指摘させていただきましたけれ​

​ども、子ども劇場をどうするかが気になっているところでした。特に、こぐま​
​座は、建てて５０年たつのでかなり老朽化していて、今後、建て替えをする、​
​しないという話が出てくるのかなという気がしております。市として独自性の高​
​い施設かと思うのですが、それがいいとか悪いという話ではあるのですけれど​
​も、コスト的にも割高だし、今後、子どもが減っていくという状況の中で、こ​
​の施設を建て替えるとか大規模に改修する意味があるのかどうか。あるいは、​
​担い手が減っているので、増やすように努力しましたみたいなことが資料には​
​書かれていたと思うのですけれども、いや、担い手が減ってきているところを​
​無理に市が何か頑張って続けましょうといってやるような類いのものなのかと​
​いうところも、私的には疑問が残ったところでした。​

​　　ですから、こぐま座とやまびこ座があるのであれば、例えば、やまびこ座は​
​施設としての耐久年数もまだあるので残しておくけれども、こぐま座は廃止に​
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​するというようなアプローチがあってもいいのかなと思いましたというのが一​
​つ目です。​

​　　今回、エルプラザなどは箱物の施設ですけれども、やはりほかに類似の施設​
​が幾つかあったという気もしております。例えば、札幌市生涯学習センターとの​
​関係で、どこまで残していくのか。あるいは、施設単位で、子育てや女性活躍な​
​ど、いろいろな目的で役割を微妙に違うのかもしれないのですけれども、統合​
​できるものは統合すると間接コストは減るでしょうし、逆に、民間代替性を追​
​求して外に出しますという方法もあると思うので、この種の箱物系の施設のア​
​プローチをどういうふうに考えていくのかという中の一つとして、この財団が​
​持っておられる施設の管理の在り方は、それこそ、今申し上げたような人形劇​
​と、ひきこもりや孤独・孤立支援が統合されているのは、効率化していく中で​
​そういうふうに統合していった結果の一つだと思うのですけれども、さらに効​
​率化をしていくような見直しをやっていかれてはどうかということを見ていて​
​思ったところでございました。​

​●平本委員長​
​　​​　​​施設とも関わる指摘でございました。​
​　　ほかにはいかがでしょうか。​
​●推進担当係長​
​　​​　​​資料で２点補足させていただきます。​
​　　（１）検証の視点に基づく項目別の評価の④と⑤で要確認という記載をさせ​

​ていただいておりました。こちらは、改めて委員の皆様にご意見いただき、認​
​識合わせができればよろしいかなということで記載させていただきました。​

​　　④人的関与から説明しますと、市の退職者の再就職について、ヒアリングの​
​中で１０名は結構多いですよねというご指摘がありました。一方で、これは役​
​員や管理職ではなくて一般職であり、中身を聞くと、専門指導員ということで​
​児童会館を利用する児童への指導だったり学校との調整ということで学校長経​
​験職員を対応しているという状況のようでございます。ですから、そういう一般​
​職について、やはり透明性確保という点を踏まえてどのように考えるべきか、​
​改めて伺いたいというのが一つでございます。​

​　　続いて、⑤施設への対応ですが、青少年山の家と定山渓自然の村について記​
​載がございます。これは、ヒアリングの中で、ほかの団体に事業を移譲して団体​
​で扱う事業を峻別していく余地があるのではないかという趣旨の中で、他団体​
​への移譲というご発言等がありました。細かい話ですが、青少年山の家や定山​
​渓自然の村は、公募で指定管理業務が出されているので、競争にかけられてこ​
​の団体が受託をし、今、事業を行っているところです。そのため、その事業を他​
​団体への移譲するとなると、そのまますっとはいかないところがございますの​
​で、公募の指定管理についての認識を共有させていただくのと、もし、今後も​
​この施設を市が保有する必要があるのかという視点からのアプローチでこの欄​
​に記載を残したほうがよいのであればそうしたご意見も伺えればと考えたとこ​
​ろです。現状では書きぶりに迷ったところで、一旦は要確認と書いておりますけ​
​れども、ご意見を踏まえたうえで記載を改めたいと思います。よろしくお願いい​
​たします。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ただいまの点についても難しいですね。民間が担うのだったら、必ずしも、​

​学校長経験者だけに声をかけないかもしれないですよね。ただ、学校との関係​
​などを考えた場合、学校長経験者のほうがスムーズにコミュニケーションが図​
​れることはあるというのは分からないでもないと思うのです。​

​　　これは、もしかすると、私の進行の仕方が悪いのかもしれないのですが、差​
​し当たり、今、民間代替性について厳しい指摘があった４団体の議論をしてい​
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​るのですけれども、本来、この検証は２軸でやらなければいけないのです。その​
​意味では、これは教育・市民生活支援型の組織であるという観点からすると、​
​学校長経験者が関与していることは、むしろ事業にとっては円滑な運営を可能​
​にするのに望ましいという評価もできるわけです。​

​　　ですから、もしかすると、これは２軸の議論をどこかでもう一回やらないと​
​いけないかもしれません。今、どちらかというと、２軸と言いながら１軸だけ​
​で議論をしていますね。今、議事を進行しながらだんだん気づいてきたので、​
​この点に関して、どのように扱うのがいいのか、今すぐここで判断しづらいの​
​ですが、少なくとも、ここまでの議論でいくと、民間代替性があって、民間が担​
​えば従来とは違う視点で事業を展開できる可能性があるので、そういう余地を​
​全く入れずに、現状、団体がある種事業を占めていることには問題がある、そ​
​こに関しては行政評価委員会として妥当な指摘ではないかと思います。​

​　　今、係長の​​問いかけに対する直接的な答えにはなっていないと思うのですけ​
​れども、委員長としてはそう思います。​

​　　ほかにはいかがでしょうか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​市からの支出が令和６年度、７１億円ぐらいだと思うのですけれども、大き​

​いところが児童会館関係で、そこに指定管理費として３９億円ぐらいという認​
​識ですけれども、大丈夫でしょうか。​

​　　それで、小学校も統合されたりしていますよね。この少子化に合わせて、児​
​童会館の統合は果たして議論されているのかが気になったので、そういう視点​
​を入れていただけたらいいかと思いました。​

​　　個人的には、こぐま座に関しては、そんなに大きな建物ではないので、すご​
​く財政を圧迫しているという印象はないのですけれども、人形劇自体の文化は​
​残してほしいと思っています。​

​●平本委員長​
​　​​　​​それぞれ思い入れがあって、よく分かります。​
​　　今の児童会館等の統合の可能性も視野に入れるべきではないかというご指摘​

​はそのとおりだと思います。​
​　　ほかにはいかがでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​差し当たり、さっぽろ青少年女性活動協会はよしとしまして、２９番の札幌​

​市生涯学習振興財団につきましてご検討いただきたいと思います。​
​　　主に、ちえりあと札幌市青少年科学館で、ここもソフトとハードという問題​

​はどうしてもつきまとう財団かと思います。​
​●小島委員​
​　​​　​​私は、こちらについては、基本的に今まとめていただいている整理でいいと​

​思っております。民間代替性は、やはりほかの自治体では、実際に指定管理など​
​で委託に出している例があるので、過去に公募をかけているのかもしれません​
​けれども、少なくとも一回きちんとかけていただいて、中身がよりよいものに​
​なっているのかどうかのチェックをしていただいたほうがいいのかなと思った​
​ところでした。​

​　　やはり、この人的関与でＯＢの方が再就職されている絶対数が多いというの​
​は結構問題だと思っているので、併せて、このあたりの見直しもきちんとしてい​
​ただいて、公費の支出額が多いと思いますので、透明性を確保できるようにやっ​
​ていただくのはここで整理していただいたとおりでいいのかなと思ったところ​
​でした。​

​●平本委員長​
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​　​​　​​ほかにはいかがでしょうか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​札幌市青少年科学館に関しては、子ども向けの企画だけではなく、大人向け​

​の企画を充実してはどうかという意見が出ていたと思うので、そういう視点を​
​入れていただけたらいいかなと思いました。​

​　　それから、ちえりあに関しては、さっぽろ市民カレッジの受講者数が年間３​
​，０００人ぐらいというところの工夫が、やはりもう少し必要かなと考えてお​
​ります。​

​　　ちえりあはそこまで老朽化していないのですけれども、いずれ建て替えの問​
​題が出てくる施設ですので、そういう視点も必要かなと思います。いずれ建て替​
​えるときに向けて、その後も存続するのか、存続する場合の費用面の計画的な​
​支出という観点は必要かなと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ちえりあは、市の施設ですよね。ですから、建て替えるのだったら、現状で​

​いけば市が財政負担しなければいけないので、今のうちに民間に売却すること​
​は可能性としてはあるということですね。​

​　　それから、さっぽろ市民カレッジは、事業の必要性に書かれてるとおりでし​
​て、民間の文化教室等との差別化がなされているのか、もしちえりあをつくっ​
​てたときに生涯学習センターだから市民カレッジが必要だよねといってやって​
​いるのだとすると、道新文化センターなどと変わらなくなってしまうというこ​
​とですよね。ですから、ちえりあの事業内容も含めて、行政が支出している財​
​団として何をするのかを考える必要があることは全く書かれているとおりかと​
​思います。​

​　　ほかにご指摘はございませんか。​
​（「なし」と発言する者あり）​

​●平本委員長​
​　​​　​​６、７、９、２９と４つの団体について一応ご議論いただきまして、続いて​

​は、戻っていただきまして、５番のＰＭＦ組織委員会と６番の札幌市芸術文化​
​財団について、ＰＭＦ組織委員会は教育音楽祭に特化している委員会ですけれ​
​ども、一方で、札幌市芸術文化財団は、札幌市としての芸術文化に関わるイベ​
​ントであります。それから、先ほど来、出ている同じような分野で重複している​
​コストがあるのだったら、そこの部分をうまく合わせて、少しでも支出を減ら​
​せるのではないかという見方もあります。このＰＭＦ組織委員会は、６番の札幌​
​市芸術文化財団との統合も含めてご議論いただければということで、次にＰＭ​
​Ｆ組織委員会の議論をしたいと思いますので、ご意見があればいただきたいと​
​思います。お願いいたします。​

​　　これも議論がありましたけれども、世界三大教育音楽祭のひとつを札幌で​
​持っていることはとても誇らしいことだけれども、一方で、市民がどれぐらい​
​参加しているかというと、あまり参加していなかったり、あるいは、そこにも​
​のすごく大きなお金が毎年継続的に３０年以上にわたって投入されていること​
​も事実です。今般の財政状況を考えたときに、本当に今後も続けていいのかが論​
​点だったと思います。​

​●小島委員​
​　​​　​​今、委員長からご指摘をいただいたとおりで、ＰＭＦは非常に高尚な目的で​

​やられているのは承知しているので、本当は現状のまま継続できればそれにこ​
​したことはないと思っております。もともとは民間企業もかなり入ってスポン​
​サードしていただいていたと承知をしていますけれども、今は札幌市がかなり​
​抱えて丸抱えみたいな形になっているので、市が持つ事業としてはかなり重く​
​なり過ぎているのかなと思っているところでした。​
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​　　二つ視点があると思っていて、一つは、札幌市芸術文化財団と統合すること​
​です。今、札幌市芸術文化財団がホールを持っているので、一定の親和性がある​
​ので、一体的に運用することで質を上げてはどうかというところです。もう一つ​
​は、間接部門の効率化を統合することで果たすということで、現状、支出がか​
​なり重くなっているところを少しでも軽くするという意味も含めて、統合して​
​いただくのが一つ大事になってくるのかなと思っているところでした。​

​　　その上で、ＰＭＦを今後継続していくのかどうか、サンセットまで書くのが​
​いいかどうか、結構厳しい書き方だなと思ったところではあるのです。少なくと​
​も、事業の中身を削っていくのか、さもなくば、ナショナルブランドも含めて、​
​いわゆる北海道内の企業に声をかけるのではとても賄えない規模の事業だと思​
​うので、もっとナショナルスポンサーを集めてくるだとか、例えば文化的なこ​
​とにお金を割と使っている木下グループなどにお願いすることも含めて、もう​
​少しスポンサーをきちんと集めてくるところも含めて、抜本的見直しを図って​
​いく必要があるのかなと思います。支出を抑える工夫をしていくと同時に、収入​
​を増やすことを併せて行っていかないと、この事業そのものを廃止、ＰＭＦは​
​やめてくださいということになりかねないのかなと思うので、そのあたりは包​
​含的な見直しが必要になってくるのかなと思ったところでした。​

​●平本委員長​
​　​​　​​６番の札幌市芸術文化財団との統合の可能性、ナショナルスポンサーも含め​

​たスポンサー等による寄附というか、財政支援の努力、そして、最終的にはＰ​
​ＭＦ自体を継続するかどうかという点についても検討の余地があるというご指​
​摘かと思います。​

​　　そのとおりではないかと思うのですけれども、私個人としては残してほしい​
​のですが、そうも言っていられない事情はよく分かります。​

​●小島委員​
​　​​　​​維持するためにきちんと見直してほしいということではないかと思います。​
​　　先週、ある政令市が市のオーケストラに対して１億円の補助金を全額切ると​

​いうニュースが出ていました。ああいうふうに、もう何か行くところまで行っ​
​てしまっていきなりばさっと切る形になると、現場もかなりつらいと思うので​
​すよね。ですから、そういうふうにならないように、要するに、ＰＭＦの灯​
​（ともしび）を消さないためにも、今できる改善をしていく必要があるのでは​
​なかろうかと思っているところでした。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ほかにございませんか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​３億円を使って５０年やったら１５０億円と考えると、やはり決して少ない​

​額ではないとは思っています。​
​　　また、私自身は、クラシックも含めて、コンサートが結構好きなので、よく​

​見に行くのですけれども、クラシック業界に若い人たちが興味を持っているか​
​というと、なかなか厳しい状況ですから、今よりさらに厳しくなっていく可能​
​性があるとは正直なところ思います。​

​　　また、演奏会入場者数は１万７，０００人ということですけれども、継続し​
​ていくのであれば、他都市からもっと人を呼び込めるぐらいの魅力あるものに​
​なっていくのであればというところだと思うのです。​

​　　私も統合するのはいいのではないかと思っていて、札幌市芸術文化財団と統​
​合することによって、今までの企画ではできなかったようなこともできるよう​
​になっていくのであれば、もう少し明るい未来が見える可能性もあるのかなと​
​思いますけれども、それで難しければ、私は、あと５０年ぐらいで打ち切りも​
​含めて検討したほうがいいのかなと思っています。一旦、改善や新たな取組をす​
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​るためにも統合していくのはいいのではないかと思います。​
​　　個人的には、クラウドファンディングも魅力的な内容にしてほしいと思って​

​います。毎年、どうしようかな、参加しようかなと思うのですけれども、今のと​
​ころ参加していないので、そういうところも含めて何か新しい取組をするため​
​に統合は一つの案ではないかと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ほかにございませんか。​
​●改革推進室長​
​　​​　​​ＰＭＦのスポンサー獲得について、PMFの職員さんも全国各地に行ってスポ​

​ンサーの獲得をしようと頑張ってはいるのですが、苦戦しているということ​
​で、何か民間のノウハウであるとか、財団を統合して札幌市芸術文化財団のノ​
​ウハウや持っている人脈で何かできないかとと思っているところです。​

​●髙橋委員​
​　​​　​​若い層、若い年代に興味を持ってもらう工夫が必要かと思っています。​
​　　例えば、Ｋｉｔａｒａではいろいろ面白い取組をしていて、札幌交響楽団と​

​初音ミクのコラボコンサートをやると超満員なのですよね。そういうものもあ​
​りますので、何か若い世代にはクラシックに興味を持ってもらう工夫も必要か​
​なと思います。存続していくとしたら、何かいろいろな工夫が必要ではないか、​
​そういう工夫をする時期に来ているのではないかと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​クラシックの場合には、なかなか知らない曲がいっぱいあるので、お客さん​

​を呼ぶという意味では、初音ミクもそうだと思いますし、もう少しクラシック​
​の演奏手法でポピュラーミュージックをたくさんやるというようなことも必要​
​だと思うのですよね。​

​　　文化や芸術と言ってしまうと、すごく高尚になってしまうのだけれども、音​
​楽は音を楽しむと書くので、そういうようなことも含めて、このＰＭＦが本当の​
​意味で社会に受け入れられる音楽家を育てるイベントになるといいなと思って​
​います。​

​　　ほかにはいかがでしょう。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​私もＰＭＦはとても効果があると思っているのですけれども、公共が行うと​

​きに何が重要かというと、公共事業を行うときに費用便益がどこに帰着するか​
​が非常に重要だと思っています。これが世界の若手音楽家を育成する教育事業と​
​ころで、いろいろな人を旅費も出して育てるのですけれども、実は、そういっ​
​た効果が札幌に落ちなくてヨーロッパでいっぱい活動していて、市のお金を投​
​入するとしたら、やはり市に帰着するように設計されていないと駄目だと思い​
​ます。​

​　　効果は絶大だとは思うのですけれども、市民から見ると、どこに行っている​
​のだろうというところですから、そういった視点も必要かなと思いました。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ベネフィットをきちんと見るべきだというのはとても重要なご指摘で、芸術​

​や文化の分野はベネフィットが分かりにくいというのですが、とはいっても、​
​分かりにくいから何も考えなくてもいいということではないというのは内田副​
​委員長のおっしゃるとおりだと思います。​

​　　ほかにはよろしいでしょうか。​
​●小島委員​
​　​​　​​　　コンサートの中身について、教育プログラムですからなかなか難しいと​

​は思うのですけれども、一つは幾らクラシックが好きな人間でも交響曲４楽章​
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​まであって１時間全部聞く中で、第４楽章にちょっとだけよく知っているフ​
​レーズがあるという感じのものが多いと思うのです。例えば、ドヴォルザークの​
​「新世界より」の第４楽章が聞きたいです、第２楽章だけ聞きたいですみたい​
​なものがあると思うのですけれども、あれを全部聞くと、多分、クラシックが​
​好きな人でも寝てしまうところがあると思うのです。​

​　　イギリスで過去に見たことがあるのですけれども、各曲の一番いい楽章だけ​
​を集めてやるコンサートみたいなものがあって、途中でロイヤル・アルバー​
​ト・ホールの中で花火が出たり、ほかの楽団とセットで出て踊ってしまったり​
​してものすごく盛り上げる、とにかく楽しいクラシックのコンサートをやるの​
​だというコンセプトでやるイベントがあって、非常に楽しかったのです。クラ​
​シックが好きな人でも全部楽しめる、初心者だけれども、どこかで聞いたこと​
​がある曲を常に流れるみたいなことをやるコンサートを混ぜて、もう少しハー​
​ドルを下げるというのは一つ必要かと思いました。​

​　　スポンサーについては、ドイツやイギリスは割とクラシックの本場ですか​
​ら、お客さんが集まるでしょう、スポンサーが集まるでしょうというところだ​
​とは思うのですけれども、一方で、例えば、コンサートが始まる前にスポン​
​サーが招待するお客様に対してはワインやオードブルが出ますとご接待をする​
​場みたいな形で使われて、それに対して結構大手の監査法人やコンサルティン​
​グファームがスポンサードしているところがあって社交場としてうまく機能し​
​ているなと思ったところでした。​

​　　ですから、単純にコンサートをやるからお金を出してくださいと言ってお金​
​が出てくるような時代ではないと思うのですけれども、夏の涼しい北海道に来​
​ていただいてコンサートを開きますと。教育プログラムだけれども、優先枠で​
​来ていただいた方には、北海道産のワインでおもてなしをしますよ、社交場と​
​してもぜひ使ってくださいみたいなプラスアルファのアプローチが必要になっ​
​てくるのかなと思いました。​

​　　それは、逆に、公務員の方がやっていると、いつまでたってもアイデアが出​
​てこない話の気もするから、その辺は、例えば、昔、東京の広告代理店で仕事​
​していましたみたいな人を捕まえてきてアドバイスを得るほうがむしろ効いて​
​くると思うのです。それは、市のＯＢを連れてきても幅が出てこないと思うの​
​で、その辺も含めて検討していただいたほうがいいかなと思ったところでし​
​た。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ご指摘のとおりではないかと思います。​
​　　ほかにはいかがでしょうか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​Ｋｉｔａｒａで完全に売り切れている公演があると思うのですけれども、そ​

​れを研究したほうがいいと思います。私が知る限り、フルで最初から最後までク​
​ラシックをやってるコンサートは、多分、ほとんどないと思います。最近はやっ​
​ているのは、ちゃんとクラシックの素養もありながら半分クラシックで、残り​
​半分がそれ以外のロックをやっているという手のものが売り切っているイメー​
​ジがあります。その辺の傾向と対策を立てた上で、もっと魅力があるＰＭＦに​
​なったら存続の可能性あるのではないかと私は思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​私も賛成です。歌舞伎の世界にスーパー歌舞伎があるのですから、クラシッ​

​クの世界にもスーパークラシックがあってもいいと思います。​
​　　ほかはよろしいでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
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​●改革推進室長​
​　​​　​​統合・再編の話ということで、２９番の札幌市生涯学習振興財団は、今、ち​

​えりあと札幌市青少年科学館の運営管理を主にやっていますけれども、今後の​
​ことを考えると、子どもから大人まで一貫した学びであるとか、若者向け、大人​
​向けの札幌市青少年科学館のプログラムをここの財団だけで考えるのではな​
​く、例えば、さっぽろ青少年女性活動協会のような類似性のある団体と統合し​
​て事業を進めていくような視点もあってもいいのかなと考えているところです。​
​そういった部分についてどうお考えでしょうか。​

​●平本委員長​
​　​​　​​もしかすると、将来的には９番と２９番が似たようなことをやっている可能​

​性があるのではないかというご指摘ですよね。​
​●改革推進室長​
​　​​　​​そうですね。​
​●平本委員長​
​　​​　​​私は、あり得るのではないかと思います。両方とも施設の管理もしており、​

​ソフト事業も提供していることもありますし、残念ながら少子化が進んでいく​
​中で子どもも現役もリタイアした人も全部ターゲットにするという意味で、十​
​分に統合の余地があろうかと思います。​

​　　多分、これもそれぞれの時代背景でできてきたわけですよね。あるときは生​
​涯学習が重要で、あるときは女性の参画にすごく力を入れなければいけなくて、​
​そういったものが、例えば、今、生涯学習は、浸透したかどうかは別として、​
​以前ほどは大騒ぎしなくなったし、女性参画はまだまだ十分とは言えないけれ​
​ども、２０年前に比べれば少しは進んだと思います。そういう意味で、そのと​
​き、そのときでは、それなりの必要があったものをある程度統合できる余地が​
​あるのではないかというのが室長のご指摘だと思いますし、私もそうだと思う​
​のですけれども、委員の皆さんからご意見はございませんか。​

​●髙橋委員​
​　​​　​​私も割と似たような取組をしていると思いますし、エルプラザとちえりあの​

​講義も似たようなことをやっている印象はありますので、統合はありではない​
​かと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ほかにございませんか。​
​●小島委員​
​　​​　​​私も同じです。​
​　　少なくとも、統合するだけで間接コストは下がってくると思いますし、同じ​

​ようなプログラムをやっているのであれば、何かコラボレーションすることで​
​参加者が増えることも出てくると思います。箱物が違うから物理的に離れていま​
​すという問題がもしかするとあるのかもしれませんけれども、このあたりの類​
​似した機能を持っている財団は統合していただくのがとても重要なことではな​
​いかと思ったところでした。​

​●平本委員長​
​　​​　​​そういった方向性を視野に入れて答申をしたらいいかと思います。​
​　　今のところは、ほかによろしいでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​それでは、続きまして、今度は民間代替性がありとした一方で、市の継続的​

​な関与が必要ではないかと思われる３団体、１２番の札幌都市開発公社と１８​
​番の札幌市環境事業公社、２６番の札幌市交通事業振興公社でございます。​
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​　　まず、１２番の札幌都市開発公社のご議論をいただきたいと思いますが、こ​
​れは例のポールタウン、オーロラタウン、大通の地下駐車場です。調べていただ​
​くと、民間が施設を持ってもいいのだそうです。だから、完全に民間に委託する​
​こともできるのだそうですけれども、一方で、ポールタウン、オーロラタウンも​
​ある意味立派な通路ですから、単なる商店街、地下街として考えることがいい​
​かどうかは検討の余地があろうかと思います。​

​　　いかがでしょうか。​
​　　民間代替性の欄に書いてありますけれども、当初は民間代替性なしという自​

​己評価だったわけです。ただ、そこにあるように、民間企業が所有者となること​
​は規定上不可能ではないということですから、代替性ありという前提で、市が​
​継続関与する可能性を含めた整理が必要ではないかというのが行政評価委員会​
​としての立場ではなかろうかというのがこの素案に書かれていることでござい​
​ます。​

​●小島委員​
​　​​　​​札幌都市開発公社については、民間代替性があると思うのですが、これも​

​パーツ、パーツで分けていいという気もしています。例えば、大通の地下駐車場​
​については、この委員会でも何度か議論になりましたけれども、夜１０時にな​
​ると閉まってしまいますというのはちょっともったいないよねという気もして​
​いるのです。例えば、ほかの自治体ではパーク２４などの民間企業に委託をして​
​いるケースがかなり多く見られるわけですけれども、事業全体としてやらなく​
​てもいいと思うのですけれども、パーツ、パーツで分けていったときに、よりよ​
​い運営団体に委託をするのはあってもいいのではないかと思ったところではあ​
​りました。​

​　　それから、札幌市交通事業振興協会も併せて議論している理解でよろしいで​
​すか。​

​●平本委員長​
​　​​　​​今議論している札幌都市開発公社と札幌市環境事業公社と札幌市交通事業振​

​興公社が似たような種類のもので、札幌市交通振興公社と札幌都市開発公社が​
​統合できる可能性があるかどうかは、私は、今、にわかに想像できないですけ​
​れども、性格としては似た３つを今議論しようとしているところでございます。​

​●小島委員​
​　​​　​​札幌市交通振興公社については、個別の駅業務は委託に出せる部分もあるよ​

​うな気もしていて、どんなやり方が一番効率的なのかもあるかとは思うので、こ​
​こは幅広に見ていただきたいと思います。​

​　　あとは、札幌市交通事業振興公社は交通資料館があると伺いましたけれど​
​も、あれも一部有料化するけれども、入場券の代わりに硬券という昔の厚い切​
​符を提供するとか、何かお金を出してもらう工夫がもう少しあってもいいのか​
​なと思ったところでした。​

​　　あとは、札幌市環境事業公社は、調査研究事業がちゃんと効果があるのかと​
​いう意味でいうと、全然効果が見えないところもあるので、そこは見直しをし​
​ていただきたいと思います。​

​　　民間代替性がある、なしでいうと、ほぼ丸抱えの状態になっているので、民​
​間に委託ができません、代替性がないというのは無理があると思うのです。少な​
​くとも、サウンディング型市場調査をしてみるなど、どういう体制だったら委​
​託に出せる可能性があるのかも含めて幅広に一回議論していただいたほうがい​
​いかと思ったところでした。​

​　　あとは、人的関与も多くの人が天下っているところが多分にあったと記憶し​
​ておりますので、その辺も含めて、何かサテライト市役所みたいになっていて、​
​どうしても財団はそういう側面はあるのだけれども、あまりにもそれが強過ぎ​
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​るなという印象があります。それだったら、市が持っていてもよかったではない​
​かとどうしても見えてしまうので、では、財団に出すのだとすると、そのメ​
​リットや意味も含めてもう少しきちんと在り方を議論していただく必要がある​
​のかなと思ったところでした。​

​●平本委員長​
​　​​　​​１２番、１８番、２６番を三つまとめて議論しましょう。​
​　　それぞれ民間代替性がある一方で市の関与の継続が必要で、ということは、​

​切り出せる部分は民間に切り出したらどうかということです。例えば、札幌都市​
​開発公社でしたら大通の地下駐車場をパーク２４に切り出してはどうか、ある​
​いは、札幌市環境事業公社についても、できてからもう何十年もたっているの​
​に相変わらずプロパー職員が育っていなくて、札幌市の指導が必要なので札幌​
​市の職員が派遣されたりＯＢが再就職しているのはおかしいだろうというの​
​は、小島委員がヒアリングのときにもご指摘されたと思います。そういうような​
​ことも含めて、一部ないしは一定の部分を民間に委託するないしは切り出す可​
​能性を真剣に考える、あるいは、交通資料館のように少しでも稼げるような企​
​画を含めた体制づくりをしていただくというようなご指摘だと思います。​

​　　１２番、１８番、２６番を三つまとめて議論しましょう。個別でご指摘をい​
​ただいても結構です。​

​●髙橋委員​
​　​​　​​いずれもある程度の出資比率の確保は必要だと思いますので、そこに関して​

​は現状維持でいいと思うのですが、部分的に変えていける可能性はあるのかと​
​いうところです。​

​　　もう既に書いてありますけれども、札幌市環境事業公社は、やはり事業系一​
​般廃棄物を独占しているのが、果たして、市民にとっていいのかどうかという​
​検証はしっかりしていったほうがいいと思っています。それによって、かえって​
​市民の利便性が低くなっていないかをしっかり検証していただけたらと思って​
​います。​

​　　札幌市交通事業振興公社に関しては、これはやむを得ない部分もあるのかも​
​しれないですけれども、地下鉄駅業務に関しては収支が赤字ですから、ここに​
​関しては収支を改善できる部分がないのかは引き続き検討が必要であるとは思​
​います。​

​　　それから、最初の札幌都市開発公社に関しては、一見、収支が順調であり、​
​配当までしているという状況ですけれども、やはり、駐車場の利用の利便性を​
​含めて検討の余地はあるかなと思います。札幌市の本当に中心部のいいところに​
​ある駐車場ですので、これがもっと利用しやすくなると市民の利便性もより高​
​まるという観点から検討は必要かなとは思っています。ちなみに、最近値上げさ​
​れていまして、割引の方式が変わっていましたというところを確認しました。​

​●平本委員長​
​　​​　​​それぞれ民間に切り出すことができる部分があるというご指摘でした。​
​　　ほかにはいかがでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​髙橋委員がご発言されていたと思いますけれども、札幌市環境事業公社は、​

​市民目線に立ったときに、本当に今のやり方でいいかという検証がここまでほ​
​とんどなされないまま独占的に事業をやってきたということだと思います。別​
​に、それは彼らに悪気があるわけではないと思うのだけれども、民間に委託し​
​たら別のサービスになるのではないですか、サービスのクオリティーが上がる​
​のではないですかということは誰かが指摘しなければいけなくて、その意味で、​
​この行政評価委員会が指摘することに大いに意味があると思うので、そういっ​
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​たことがこの答申に反映されればと思います。​
​　　次は、２８番の札幌市防災協会です。​
​　　これは、たしか最初の頃にヒアリングをやった覚えがあるのですけれども、​

​民間代替性は十分にあるだろうし、むしろ担い手が民間にいるなら出資団体と​
​して市が出資を続けていくことが必要かどうかも怪しいではないかというよう​
​な議論だったように覚えておりますが、こちらについてご議論いただけばと思​
​います。​

​●小島委員​
​　​​　​​一つは、市民防災センターが古くなっているので、どうしましょうかという​

​話があるのと、もう一つは、基本的にパーツ、パーツで分けていったときにその​
​中で個別でなら民間企業が受注できるような仕事がいっぱいあるのではないか​
​ということでいうと、市民防災センターをパーツで分けていくと、実は、この​
​協会は本当に要るのかという話が出てくるような気がしております。​

​　　そういう意味で言うと、市民防災センターをどうするかでこの財団の立ち位​
​置が変わってくるという気がするので、そこも含めて議論をしていただくとい​
​いかと思いました。原則として民間委託ができる仕事は結構多いだろうと思っ​
​ていますので、そういう意味で今の②の書きぶりはこれであってもよろしいの​
​かなと思ったところではありました。​

​●平本委員長​
​　​​　​​市民防災センターの件も⑤で市有施設として継続していく意義を問い直すべ​

​きということですから、これを前提にして札幌市防災協会の今後の在り方を考​
​える必要があるということで、こういう書きぶりになっているかと思います。​

​　　ほかにはいかがでしょうか。​
​　　これは、むしろ事務局にお尋ねしたいのですが、パーツ、パーツで切り出す​

​ことができる部分はパーツ、パーツで切り出していいではないかと思います​
​し、そういうトーンで今年度の行政評価委員会をずっとやってきたと思うので​
​すけれども、逆に、パーツ、パーツで切り出してしまうことで雲散霧消してしま​
​う、ばらばらになってしまってトータルの効果が下がるようなものはあるので​
​しょうか。​

​　　例えば、今の札幌市防災協会の防火管理者を訓練する話と啓蒙教育の話は​
​別々でいいような気がするのだけれども、これを切り離すと、実は何か落とし​
​穴があるというようなことがなければ、もうパーツごとに切り出せばいいでは​
​ないかと、そのまま素直に議論ができると思うのですけれども、そのあたりは​
​行政的にいかがでしょうか。​

​●推進課長​
​　​​　​​私も事業内容を全て把握しているわけではないのですが、行政評価委員会と​

​しては、一旦、そこを気にせずにご議論いただいて、受け取った答申を実行し​
​ていく中で、市がそういったやむにやまれぬ事情で対応できないという結論に​
​なるのかもしれません。答申としては、あまりそこは気にされないでいいのか​
​なとは思っております。​

​●平本委員長​
​　​​　​​分かりました。​
​　　札幌市防災協会についていかがでしょうか、ほかに何かご意見、ご指摘があ​

​ればいただきたいと思います。​
​（「なし」と発言する者あり）​

​●平本委員長​
​　​​　​​最後の３０番の札幌市学校給食会です。​
​　　これは、理念としては、安全でおいしい給食を適正価格で安定供給するとい​

​うことで、理念はよく分かりますし、決してこれが不要だということではない​
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​と思うのですけれども、一方で、効率化というか、もう少しやりようはないのか​
​という議論も含めて、検討の余地があるということです。​

​　　これもヒアリングの際には民間代替性が全くないというお話だったのだけれ​
​ども、そうではないのではないかということで、本日議論しております。これも​
​忌憚のないご意見をいただければと思います。​

​　　⑤施設への対応に書いてありますけれども、今後、導入を検討している給食​
​センターの整備に際して、この札幌市学校給食会から引き続き食材を調達する​
​ことが適切かどうかという議論もあるということですね。​

​●小島委員​
​　​​　​​国の方針で給食無償化が決まりましたので、このあたりの流れも変わってく​

​るかと思うので、それも意識して見直しをしていただければいいとは思うので​
​す。​

​　　一つ考えていく必要があると思っているのが、この札幌市学校給食会経由で​
​調達をするべきものとそうでないものがあるのだろうということです。安全な食​
​材で、地産地消でというのは非常にすばらしいコンセプトだとは思うのですけ​
​れども、一方で、それこそ委員会でも話しましたけれども、他の政令市の給食で​
​問題になっていましたが、おかずが大き目のから揚げが１個で、あとはご飯と​
​みそ汁だけというものだと、本末転倒な気もしています。ですから、安全性と経​
​済性と地域との関係のバランスが大事になってきます。特に、この後、恐らく物​
​価が劇的に下がることはあまりなくて、むしろ上がっていきますみたいな話が​
​増えていくと、でも、その中でも国で給食を無償化するというのは、恐らく標​
​準価格みたいなものが設けられるので、それで賄えない部分は、逆に、市で納​
​めてくださいみたいな話になってくるのではなかろうかという気がしておりま​
​す。それを考えていったときに、市の負担が物すごく増えてしまいますというも​
​のだったら、やはり市もつらい部分が出てくるだろうと思うので、このあたり​
​を含めて、何をここ経由で調達をするのか、あるいは、何は北海道産の食材に​
​こだわる、札幌産の野菜にこだわるのかというところの個別具体に見直しをし​
​ていただけるといいのかなと思いました。それも栄養士と調理師だけで議論す​
​ると割と地元のものでという議論になりがちですから、少し経済性も意識して​
​見直しをしていただく工夫をしていただきたいと思ったところでした。​

​●平本委員長​
​　​​　​​何をこの札幌市学校給食会を通じて調達すべきか、すべきではないかという​

​議論と経済性をもう少し議論をするということですね。​
​　　ほかにはいかがでしょうか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​私は、逆に、役員８名、職員８名という人員で札幌市の給食全体をやってい​

​るなと思っています。人員的には効率よくやっているのかなという印象です。​
​　　そして、私自身も札幌市の給食を食べてきましたし、子どもも下の子が今年​

​中学校を卒業しましたけれども、子ども２人を見ていても、給食に関しては特​
​に不満がなく、むしろ満足度は高いです。やはり、今後、物価がさらに上がって​
​いくことを想定したときに、９１億円ぐらいかかっているというところが果た​
​して適正なのか、例えば、冬期間に関しては地産地消にこだわらず、もう少しコ​
​ストを下げる余地があるのか、そこを含めて検討は続けていただく必要がある​
​のかなと思いました。​

​　　ただ、札幌市に対してどこかの給食のように量が少な過ぎる印象は思ったこ​
​とはないので、それはそれでそうなったら困るなというところがあるので、必​
​ずしも、金額が下がれば何でもいいというわけではないですけれども、もう少​
​し何か工夫の余地があるのかどうかは検証していただきたいと思います。​

​●平本委員長​
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​　​​　​​ほかにはいかがでしょうか。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​　　地産地消という名の下に、ずっと特定の農家から購入し、どこかの農家​

​だけが不当に利益を得るような構造になっていないのか、市役所の異動はそう​
​いうものを抑制する機能もありますけれども、そういうリスクもあるのかなと​
​思いました。ですから、どういう解決策がいいかは分かりませんし、大義名分​
​はすごくきれいですけれども、実態がどうなっているかはもう細かく見る必要​
​があるのかなと思っています。​

​●平本委員長​
​　​​　​​実態として不透明な部分はないのかというご指摘ですが、これはどうでしょ​

​うか。ここで聞いても分からないですよね。​
​　　ただ、重要なご指摘だと思うのです。見た目はきれいですけれども、実情も本​

​当にきれいですかという話です。​
​　　それから、髙橋委員がおっしゃったように、地産地消は大事だけれども、冬​

​にほとんど取れない野菜を無理やり高いハウス栽培で調達することが本当にい​
​いのかという議論です。​

​　　あとは、この団体に関しての議論かどうかは分からないですけれども、先ほ​
​ど髙橋委員から札幌の給食で不満を持ったことはないというお話があったので​
​すけれども、戦略的に給食がすごくいいから札幌市に住もう、子育てを札幌で​
​やろうということに使うことができるのかなとも思います。食べ物でつるのがい​
​いかどうかは分からないですけれども、ともかく、とても給食がよくて安心し​
​て給食を食べさせることができるし、子どもたちもすごく満足している、地産​
​地消をしていて、しかも、冬の間は塩漬けにしておいたものを少し戻して食べ​
​る保存食のようなものも含めて提供するようなことがあったりすると、それ​
​は、それで札幌市という自治体の魅力づくりの一つになるかもしれないのです。​
​ただ、そういうような視点は少なくともヒアリングをした時点では感じられな​
​かったのです。民間を入れたらすぐそうなるなんていう甘い考えは持っていない​
​ですけれども、そういう視点で学校給食を捉えるのもありかなということは​
​思っております。​

​　　ほかはいかがでしょうか。​
​（「なし」と発言する者あり）​

​●平本委員長​
​　​​　​​今まだ少し時間がありますので、今日ご議論いただきました１０団体につい​

​て、追加でコメントなどがあればいただきたいと思いますが、いかがでしょう​
​か。​

​●小島委員​
​　　​​ＰＭＦ組織委員会の件でいろいろと話題が出たところですけれども、ここに​

​集まっているメンバーは、別にその分野の専門家ではないけれども、かなり議​
​論が盛り上がったと思います。もう少しＰＭＦの応援サポーターの人たちにも議​
​論をしてもらう、意識が高い有名なインフルエンサーの中にＰＭＦが好きな人​
​がもしかしたらいるのではないかと思うので、そういう人たちを使って、もう少​
​し幅広に議論をしていただくといいのかなと思ったところでした。​

​　　行政評価委員会で厳しい札幌市の財政状況を踏まえてという立場で議論をす​
​ると、どうしてもシュリンクする話をせざるを得ないのですけれども、一方で、​
​札幌市が今まで投資をしてきたことでいろいろ大きくなっていったコンテンツ​
​でもあると思いますし、あれを軸にしてお客様を呼ぶことができるのではなか​
​ろうか、あるいは、札幌市のプレゼンスを高めることもできるような気もして​
​いるのです。ただ、今までどおり全く同じやり方をして漫然とやるということに​
​なると、多分、どんどん下がっていくだけではないかという気がしているの​
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​で、新しい時代に合ったＰＭＦの在り方について議論していただきたいと思い​
​ます。先ほどの財団として機能統合して運営コストを下げましょうというのはぜ​
​ひやるべきだと思うのですけれども、その質を上げる議論はそれとは別に行う​
​必要があると思っていますので、そこはＰＭＦ本体でもう少し積極的に議論を​
​していただきたいと思ったところでした。​

​　　あとは、札幌市芸術文化財団は、本当にばさばさ切るというのが政治的にい​
​いのか、悪いのかという話はあるのですけれども、ただ、やはりどうにも赤字​
​額が大きいというところがあるので、何で稼ぐのか、どこで稼ぐのかは、内部​
​でもう少しきちんと議論をしていただきたいと思ったところです。​

​　　イギリスだと、博物館経営学という学問分野があって、それの専門家がい​
​て、いかにお金を落としてもらうのかを研究をしていると現地で聞いたことが​
​あるのです。そういう視点で、もっと気持ちよくお金を落としてもらう仕組みが​
​必要かなと思ったのです。​

​　　どうしても、こちらの委員会ではシュリンクする議論をせざるを得ないので​
​す。それこそ、今は国立博物館でもクラウドファンディングでお金を集めなけれ​
​ばいけないご時世であるという厳しい状況をご理解いただいて、その上で、札幌​
​市としてどういうふうにやっていくのか。それこそ、本当に国立博物館がやっ​
​ているみたいに特定のテーマで、補修金が足りないからクラウドファンディン​
​グでお金を集めます、その代わり、例えば、年パスを渡しますとか特別なバック​
​ヤードツアーに参加できますという形でお金を集める工夫をやっているので、ぜ​
​ひそういうところも含めて、幅広に稼ぐ工夫をしていただきたいと思ったとこ​
​ろでした。​

​●平本委員長​
​　​​　​​おっしゃるとおりで、行政評価委員会としては、民間に切り出せ、縮小しろ​

​という議論になるのですけれども、中をきちんと見てやることによって、もう​
​少しよくなる余地があるので、そこのところはきちんと議論してくださいと。​
​そのときに、既存の組織のままだと、外部の知恵などもなかなか入ってこない​
​ので、そういうことも含めて、少しうまくやってくださいということをどこかに​
​書いておきたいですね。シュリンクさせろという議論ばかりしかしていないと​
​思われるのもしゃくですよね。​

​　　ほかにはいかがでしょうか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​札幌出身や札幌在住の音楽系の影響のある人は、若者に人気がある人も含め​

​て、たくさんいるはずなのですが、そういう人をうまく取り込めていないのが​
​すごく残念なところです。​

​　　例えば、東京だと、日比谷公園でやる日比谷音楽祭では、クラウドファン​
​ディングで随分お金を集めてうまくいっているのですけれども、ＰＭＦのクラ​
​ウドファンディングは全然参加する気が起きないのです。何でかというと、例え​
​ば、札幌市が関わっているレストランでお食事できますなど、ふだんできるこ​
​としかないのです。それは、別に、ふだんだってそこのレストランに行けばいい​
​のではないかという話になってしまうのです。そのクラウドファンディングでし​
​かない魅力、ほかでは手に入らないものを入れていけばたくさんお金が集まる​
​のになと思っています。だから、札幌在住、札幌出身の音楽系の人にうまく関​
​わってもらって、もっと魅力的なクラウドファンディングをすれば、お金が​
​きっとたくさん集まるのになといつも思っているので、そういう工夫をしてほ​
​しいと思っています。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ほかにはいかがでしょうか。​
​●小島委員​
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​　​​　​​せっかくオーケストラがいるので、例えば１０万円を払ったら自分が好きな​
​曲で１楽章分だけ指揮が振れるなど、１回ぐらいオケの前で指揮を振ってみた​
​いと思っている人はいっぱいいるのではないかという気もするので、そういう​
​ものも含めて、せっかくやるのだから、そこのイベントだからこそできること​
​があるといいかと思いました。​

​　　あとは、大物のパトロンを連れてきてもいいかと思ったのです。それこそ、​
​ロンドンで若手指揮者のコンクールのパトロン、いわゆる現地での総裁は当時​
​のチャールズ皇太子で、それの決勝戦を見に行ったら、チャールズご夫妻がお​
​見えになってびっくりした記憶があるのです。何か箔をつけつつ、価値を上げつ​
​つ、お金を集めつつというものは、何か幅広に工夫が要るかなと思いました​
​し、まだもっとよくできる余地がいっぱいありそうな気もしているところでし​
​た。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ここでもこういうふうにアイデアが出るのだから、ある意味では、やはりＰ​

​ＭＦ組織委員会には努力の余地がもっとあったのではということになりますよ​
​ね。​

​●小島委員​
​　​​　​​何か、もっとあるのではないかという気がするのです。​
​●平本委員長​
​　​​　​​ほかにはいかがでしょうか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​例えば、音楽プロデューサーの蔦谷好位置さんは札幌出身で、お姉さんはク​

​ラシックのピアニストだったりするので、そういうところを巻き込んでいくと​
​か、何かいろいろ工夫してほしいなと個人的には思っています。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ほかにはいかがでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​それでは、ご協力いただきましたおかげで、大体予定どおり、１０団体につ​

​いての各論の議論も済ますことができました。​
​　　次回は、次のグループの１０団体の議論をしたいと思うのですけれども、進​

​め方についてはこのような形でよろしいですか。​
​　　総論にあった二つの軸が何か議論の中で必ずしも反映されていない気がした​

​のですけれども、事務局、今日の議論を聞いていただいて、どうですか。先ほど​
​の例えば地域・都市開発型、文化・レジャー・スポーツ型、都市インフラ・​
​セーフティネット型など、第１軸で分けていただいているのだけれども、今日​
​の１０団体はいろいろなものが混ざっていて、この第１軸と第２軸の掛け算で​
​どういう議論をするのかが今日の話の中では、私の進行の仕方の悪さも手伝っ​
​てか、見えていないのですけれども、そこの部分をどういうふうに考えたらい​
​いか、場合によっては、後で事務局とご相談させていただくのがいいのかと思​
​います。​

​●改革推進室長​
​　​​　​​２軸をきちんと意識できるような工夫をしたいと思っていますので、またご​

​相談させていただきたいと思います。​
​●平本委員長​
​　　ほかにはいかがでしょうか。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​特定の事業がその軸の何に該当しているか、何か縦掛ける横の行列みたいな​
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​ものがあれば、重複がいっぱいあるので、難しいのかもしれないですけれど​
​も、そこに集中して意見が出るのかなと思ったのです。​

​　　特に、第２章の今後の出資団体の在り方で、今日の議論を踏まえると、統合​
​がすごく出てきたので、そういった視点も軸の中に入れるかは分からないです​
​し、統合まで踏み込むかどうかもありますけれども、やはり今日の議論ではそ​
​こも非常に重要な点になっているような気がしますので、評価にそういった文​
​言を入れるのであれば、在り方に関する提言のところに、方向性の一つとして​
​統合があったらいいのかなと思いました。​

​　　もうどこかに書き込まれているかもしれないですけれども、そういうものが​
​あればいいと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ある意味では、もしかすると、第１軸で分類したときに統合できるものがあ​

​ります。例えば、札幌市芸術文化財団とＰＭＦ組織委員会は、（３）文化・レ​
​ジャー・スポーツ型に入るけれども、これは統合できそうなものがありますよ​
​ね。​

​　　先ほどの教育・市民生活支援型の中でも、さっぽろ青少年女性活動協会と札​
​幌市生涯学習振興財団が統合できそうだよねという意味で、もしかすると、こ​
​の第１軸が統合の方向性を示す軸かもしれないのですけれども、何であって​
​も、内田副委員長がおっしゃるマトリックスをつくったときにどういう議論に​
​なるのかが必要かなとは思いました。​

​　　ほかに、何かご意見、お気づきの点があればいただきたいと思いますが、い​
​かがでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　　​​それでは、ここで事務局にマイクをお返しします。​
​●推進課長​
​　　次の委員会ですけれども、４月２７日月曜日の午後１５時３０分から１８時​

​まで、会場は本庁舎９階の総務局の会議室を用意しております。また、改めまし​
​て、よろしくお願いいたします。​

​　　事務局からは以上でございます。​
​　　​​３．閉　　会​
​●平本委員長​
​　　それでは、本日も長時間にわたりましてご議論いただきまして、ありがとう​

​ございます。​
​　　次回は、４月２７日の月曜日１５時３０分から、次の１０団体についてのご​

​審議をいただきたいと思いますので、引き続き、どうぞよろしくお願いいたしま​
​す。​

​　　本日は、お疲れさまでした。​
​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​以　　上　　​
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